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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

配線システム工業会（JEWA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって，JIS C 8281-2-1:2012 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8281 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8281-1 第 1 部：一般要求事項 

JIS C 8281-2-1 第 2-1 部：電子スイッチの個別要求事項 

JIS C 8281-2-2 第 2-2 部：電磁遠隔制御式スイッチ（RCS）の個別要求事項 

JIS C 8281-2-3 第 2-3 部：遅延スイッチ（TDS）の個別要求事項 
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家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用 

スイッチ－第 2-1 部：電子スイッチの個別要求事項 

Switches for household and similar fixed electrical installations- 

Part 2-1: Particular requirements-Electronic switches 

 

序文 

この規格は，2002 年に第 4 版として発行された IEC 60669-2-1，Amendment 1:2008 及び Amendment 2:2015

を基に，我が国固有の配電理由によって定格電圧などを追加し，技術的内容を変更して作成した日本工業

規格である。ただし，追補（amendment）については，編集し，一体とした。 

この規格は，JIS C 8281-1:2011 の関連する各箇条の規定と併せて適用する規格である。JIS C 8281-1:2011

に追加する箇条・細分箇条，図，表，注記などを，100 番台の番号で示す。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

適用範囲は，JIS C 8281-1:2011 の箇条 1 を，次に置き換える。 

この規格は，家庭用及びこれに類する用途の屋内用又は屋外用の，固定電気設備に取り付ける電子スイ

ッチ及びそれに関連する電子式拡張ユニット（子器）に適用する。 

この規格の対象となる電子スイッチ及びそれに関連する電子式拡張ユニット（子器）は，JIS C 60364（規

格群）の規定による施設で使用する。 

この規格は，ランプ回路操作用，ランプの輝度制御（調光器）用，モータ（例えば，換気扇に用いるも

の）の速度制御用，その他の目的（例えば，暖房設備の温度制御）の電子スイッチで，交流の定格電圧が

250 V 以下，かつ，定格電流が 16 A 以下のものに適用する。 

操作及び／又は制御は，人の意図的な接触，接近，回転，光，音，熱，その他の方法を用いて，操作部，

検出面又は検出装置を通じて行う。 

この規格は，操作及び／又は制御が，光，温度，湿度，時間，風速，人体検知など，物理量の変化によ

って起動する自動機能を組み込んだ一般用電子スイッチにも適用する。 

この規格は，埋込形電子スイッチ用の取付ボックスを除く，電子スイッチ用の取付ボックスにも適用す

る。 

この規格は，定格電圧が 440 V 以下，かつ，定格電流が 25 A 以下の家庭用及びこれに類する用途の固定

電気設備用スイッチで，屋内用又は屋外用の電子 RCS（遠隔制御式スイッチ）及び電子 TDS（遅延スイッ

チ）にも適用する。 

注記 1 抵抗器，コンデンサ，インダクタ，PTC 部品・NTC 部品，バリスタ，プリント配線板，コネ

クタなど，受動部品だけを含むスイッチは，電子スイッチとはみなされない。 


